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平 成 ２ ５ 年 度 予 算 編 成 方 針  

 

1 経 済 の 状 況  

昨 年 ３ 月 に 起 き た 東 日 本 大 震 災 は 、 未 曽 有 の 災 害 を も た ら し 、 国 民 生 活

や 日 本 経 済 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。 ま た 、 長 期 化 す る 円 高 ・ デ フ レ へ の 対

策 や 少 子 高 齢 化 対 策 な ど に 加 え 、新 た に 防 災 対 策 の 強 化 や エ ネ ル ギ ー 政 策

な ど の 課 題 を 提 起 し た 。  

こ う し た 中 、 我 が 国 の 景 気 は 、 世 界 景 気 の 減 速 等 の 影 響 を 受 け 、 弱 め の

動 き が 続 く と み ら れ る も の の 、復 興 特 需 を 背 景 に 景 気 回 復 へ 向 か う こ と が

期 待 さ れ る 。 一 方 、 欧 州 政 府 債 務 危 機 を 巡 る 不 確 実 性 、 デ フ レ の 影 響 等 が

懸 念 さ れ る な ど 、 決 し て 楽 観 視 で き る 状 況 に は な い 。  

２  国 と 地 方 の 状 況  

政 府 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 の 予 算 編 成 に 向 け 、 ７ 月 に 「 日 本 再 生 戦 略 」 （ 平

成 24年 7月 31日 閣 議 決 定 ）を 策 定 し 、今 後 の 予 算 編 成 過 程 に お い て は 、「 日

本 再 生 戦 略 」 の 着 実 な 実 行 に つ な が る 予 算 編 成 を 行 う こ と と し て い る 。 さ

ら に 、 ８ 月 に は 「 平 成 ２ ５ 年 度 予 算 の 概 算 要 求 組 替 え 基 準 に つ い て 」 （ 平

成 24年 8月 17日 閣 議 決 定 ） 、 「 中 期 財 政 フ レ ー ム （ 平 成 ２ ５ 年 度 ～ 平 成 ２

７ 年 度 ） 」 （ 平 成 24年 8月 31日 閣 議 決 定 ） を 策 定 し 、 国 の 予 算 の 概 算 要 求

に 当 た っ て の 基 本 的 な 考 え 方 が 示 さ れ た と こ ろ で あ る 。 国 の 動 向 が 、 地 方

の 予 算 編 成 に 与 え る 影 響 は 非 常 に 大 き く 、 特 に 、 地 方 の 歳 入 に 大 き な ウ ェ

イ ト を 占 め る 国 庫 補 助 負 担 金 、 地 方 交 付 税 等 に 係 る 方 針 の 決 定 が 待 た れ る

と こ ろ で あ り 、 併 せ て 、 地 方 の 予 算 編 成 の 指 針 と な る 地 方 財 政 対 策 等 の 早

期 提 示 が 求 め ら れ る と こ ろ で あ る 。  
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３  本 市 の 状 況  

本 市 に お い て は 、歳 入 の 根 幹 と な る 市 税 に お い て 、雇 用 の 低 迷 な ど か ら 、

大 幅 な 伸 び を 期 待 す る こ と は 難 し い 状 況 に あ る 。 ま た 、 国 庫 補 助 負 担 金 の

一 括 交 付 金 化 の 政 令 指 定 都 市 以 外 の 市 町 村 へ の 拡 大 や 地 方 交 付 税 等 の 見

直 し な ど 、 本 市 に 及 ぼ す 影 響 が 懸 念 さ れ る と こ ろ で あ る 。  

平 成 ２ ３ 年 度 決 算 は 、 自 動 車 取 得 税 交 付 金 な ど の 交 付 金 が 前 年 度 に 比 べ

減 と な っ た も の の 、 地 方 交 付 税 や 国 ・ 県 支 出 金 の 増 な ど に よ り 、 歳 入 全 体

で 約 ５ ２ 億 円 の 増 と な っ た と こ ろ で あ る 。 ま た 、 「 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の

健 全 化 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率 は 、 い ず れ の 指 標 も 引 き 続

き 早 期 健 全 化 基 準 を 大 き く 下 回 り 改 善 し て い る 。  

し か し 、 こ れ ら の 指 標 に つ い て は 、 経 常 収 支 比 率 な ど の 既 存 の 指 標 と と

も に 、 今 後 の 財 政 運 営 に と っ て 重 要 な 指 標 と な る こ と か ら 、 そ の 推 移 に は

十 分 な 注 意 を 払 っ て い か な け れ ば な ら な い 。  

い ず れ に し て も 、 今 後 も 国 の 動 向 を 注 視 し て い か な け れ ば な ら な い が 、

少 子 高 齢 化 の 進 展 や 低 迷 す る 社 会 経 済 情 勢 に 伴 う 社 会 保 障 関 係 経 費 の 増

加 が 続 い て お り 、 第 ４ 次 総 合 振 興 計 画 ・ 前 期 基 本 計 画 に 掲 げ る 各 種 施 策 の

推 進 を 図 る た め に は 、 極 め て 厳 し く 難 し い 財 政 運 営 を 余 儀 な く さ れ る こ と

に な る 。  

４  予 算 編 成 の 基 本 方 針  

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 編 成 に あ た っ て は 、 「 地 域 主 権 改 革 」 や 「 社 会 保 障 ・

税 一 体 改 革 」 な ど の 制 度 改 正 に つ い て 、 積 極 的 に 国 ・ 県 か ら の 情 報 収 集 に

努 め る と と も に 、「 ４  予 算 編 成 の 基 本 方 針 」に 掲 げ る 事 項 を 念 頭 に 、「 ５  

予 算 編 成 に 向 け て 」 に 掲 げ た 具 体 的 事 項 に 留 意 し 、 行 政 サ ー ビ ス の さ ら な

る 向 上 の た め 、 最 大 限 の 努 力 を 傾 注 し 予 算 編 成 に あ た ら れ た い 。  
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（ １ ） 第 ４ 次 越 谷 市 総 合 振 興 計 画 の 推 進  

  「 水 と 緑 と 太 陽 に 恵 ま れ た  人 と 地 域 が 支 え る 安 全・安 心・快 適 都 市 」

と し た 本 市 の 将 来 像 の 実 現 に 向 け 、重 点 戦 略 に 位 置 づ け ら れ た 事 業 及 び

前 期 基 本 計 画 第 二 期 実 施 計 画 に 掲 げ る 事 業 に 効 率 的 、効 果 的 に 取 り 組 み 、

第 ４ 次 総 合 振 興 計 画 の 着 実 な 推 進 を 図 る 。  

（ ２ ） 行 政 改 革 の 取 組 み  

持 続 可 能 な 財 政 運 営 に 向 け て 、第 ５ 次 行 政 改 革 大 綱 に よ る 取 組 み の 趣

旨 及 び 方 針 等 を 踏 ま え 、 経 営 感 覚 ・ コ ス ト 意 識 を 持 っ て 臨 む こ と 。  

（ ３ ） 震 災 を 踏 ま え た 対 応  

東 日 本 大 震 災 を 踏 ま え 、市 民 の 安 全 安 心 を 守 る 施 策 に 的 確 に 対 応 す る

こ と 。  

 （ ４ ） 効 率 的 ・ 効 果 的 な 予 算 運 用 の 推 進  

   自 主 財 源 は も と よ り 、依 存 財 源 の 積 極 的 な 確 保 を 図 る と と も に 、行 政

評 価 の 結 果 等 を 踏 ま え た 事 務 事 業 の 見 直 し や 一 般 財 源 ベ ー ス に よ る 配

分 予 算 を 実 施 し 、 予 算 の 効 率 的 か つ 効 果 的 な 運 用 を 図 る 。  

（ ５ ） 予 算 編 成 過 程 の 透 明 性 の 確 保  

 予 算 編 成 過 程 の 透 明 性 を 確 保 し 、市 民 へ の 説 明 責 任 を 果 た す た め 、予

算 要 求 額 等 の 公 表 を 引 き 続 き 実 施 す る 。  

（ ６ ） 特 別 会 計 の 運 営 原 則 の 徹 底  

特 別 会 計 に お い て は 、独 立 採 算 を 基 本 に 収 支 の 調 整 を 図 り 、安 易 に 一

般 会 計 に 依 存 せ ず 、特 別 会 計 内 で の 事 業 の 効 率 化 や 経 費 の 節 減 な ど の 自

助 努 力 に 努 め る こ と 。  

 

な お 、 現 在 策 定 中 の 第 二 期 実 施 計 画 に 採 択 さ れ て い る 事 業 に つ い て は 、 そ

の 採 択 額 を 上 限 と し て 予 算 計 上 す る こ と と し 、 調 整 中 の 事 業 に つ い て は 、 実
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施 計 画 要 求 額 を 上 限 と す る こ と 。 ま た 、 要 求 に あ た っ て は 、 部 内 で 十 分 精 査

し た 上 で 予 算 要 求 を さ れ た い 。  

５  予 算 編 成 に 向 け て  

（ １ ） 財 源 の 確 保  

① 自 主 財 源 の 根 幹 で あ る 市 税 に つ い て は 、今 後 の 経 済 情 勢 や 地 方 税 制 度

の 改 正 等 を 見 極 め 、 的 確 な 額 を 見 積 も る こ と 。  

② 課 税 客 体 の よ り 一 層 の 適 正 な 把 握 、税 負 担 の 公 平 性 ・ 公 正 性 を 追 求 し

つ つ 、 さ ら な る 収 納 率 の 向 上 に 努 め る こ と 。  

③ 市 税 以 外 の 未 収 金 に つ い て も 、越 谷 市 債 権 管 理 条 例 を 踏 ま え 、的 確 な

収 納 対 策 に 取 組 む こ と 。  

④ 国 県 支 出 金 は 、国 に お け る ひ も 付 き 補 助 金 の 一 括 交 付 金 化 な ど の 制 度

改 正 の 動 向 に 十 分 留 意 し 、 積 極 的 な 財 源 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

⑤ 市 の 印 刷 物 な ど へ の 広 告 掲 載 、行 政 財 産 の 活 用 、将 来 を 見 据 え た 不 要

な 市 有 財 産 の 売 却 な ど 、 自 主 財 源 の さ ら な る 拡 充 に 努 め る こ と 。  

⑥ 使 用 料 、 手 数 料 、 分 担 金 、 負 担 金 等 は 、 「 使 用 料 等 の あ り 方 に 関 す る

基 本 方 針 」 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 受 益 者 負 担 の 原 則 、 住 民 負 担 の 公 平 性 確

保 の 観 点 か ら 、物 価 動 向 や 関 連 コ ス ト と の バ ラ ン ス 、市 民 生 活 へ の 影

響 を 十 分 配 慮 の う え 、 現 行 制 度 の 根 本 的 な 見 直 し ・ 改 善 に よ り 、 さ ら

な る 適 正 化 を 図 る と と も に 収 納 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

(２ ) 徹 底 し た コ ス ト の 削 減  

① 経 常 的 経 費 、 投 資 的 経 費 を 問 わ ず 、 過 去 の 実 績 に よ る こ と な く 、 適 切

な ア ウ ト ソ ー シ ン グ も 視 野 に 入 れ 、各 部 に お い て 見 直 し や 点 検 を 行 い 、

十 分 に 精 査 す る こ と 。  

② 第 ５ 次 行 政 改 革 の 取 組 項 目 等 、投 資 に よ り 削 減 効 果 が 確 実 に 見 込 め る

取 組 に お い て は 、新 た に 必 要 と な る 予 算 措 置 に つ い て 可 能 な 限 り 対 応
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す る 考 え で あ る 。  

③ 職 員 一 人 ひ と り が コ ス ト 意 識 を 持 ち 、行 政 改 革 の 観 点 か ら 事 務 事 業 の

あ り 方 を 見 直 す な ど 、 経 費 の 節 減 ・ 合 理 化 に 努 め 、 徹 底 し た コ ス ト の

削 減 を 図 る こ と 。  

④ 経 常 的 経 費 に つ い て は 的 確 な 対 象 の 把 握 に 努 め 、投 資 的 経 費 に つ い て

は 事 業 の 緊 急 性 、 必 要 性 、 投 資 効 果 、 後 年 度 の 財 政 負 担 等 を 十 分 検 討

し 、 適 切 な 要 求 を す る こ と 。  

(３ ) 行 政 評 価 の 反 映 に よ る 予 算 の 重 点 化  

① 限 ら れ た 予 算 を 有 効 活 用 し 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 が 挙 げ ら れ る よ

う 、行 政 評 価 制 度 に お け る 事 務 事 業 の 評 価 結 果 を 予 算 に 反 映 す る こ と 。 

② 事 業 の 抜 本 的 な 見 直 し を 行 い 、 妥 当 性 ・ 効 率 性 ・ 有 効 性 ・ 貢 献 度 等 に

よ り 優 先 順 位 を 精 査 し 、 予 算 の 重 点 化 を 図 る こ と 。  

③ 新 規 事 業 の 提 案 に つ い て は 、 原 則 と し て 既 存 事 業 の 見 直 し （ 廃 止 ） や

新 た な 財 源 確 保 が さ れ る も の を 前 提 と し 、事 前 評 価 を 適 切 に 実 施 す る

こ と と す る 。  

④ 事 後 評 価 ま た は 外 部 評 価 の 結 果 、検 討 ・ 見 直 し を 行 う こ と と な っ た 事

務 事 業 は 、第 ５ 次 行 政 改 革 の 取 組 へ の 追 加 を す る と と も に 、改 革 改 善

計 画 を 提 出 の う え 予 算 要 求 を す る こ と 。  

(４ ) 配 分 予 算 の 推 進  

① 各 部 に お い て 既 存 の 歳 入 の 増 額 や 新 た な 財 源 の 確 保 を 図 る こ と に よ

り 、事 業 費 の 拡 大 が 可 能 と な る た め 、部 内 に お い て 責 任 を も っ て 調 整

す る こ と 。  

② 配 分 対 象 事 業 に つ い て も 、引 き 続 き 事 業 の 見 直 し を 図 る と と も に 、経

費 の 見 積 も り に あ た っ て は 、決 算 の 状 況 な ど を 分 析 し 、そ の 実 績 を 十

分 に 踏 ま え る こ と と し 、過 去 の 実 績 を 超 え る 経 費 の 見 積 も り は 行 わ な
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い こ と 。  

③ 各 部 の 歳 出 削 減 努 力 な ど を 予 算 編 成 に 反 映 す る イ ン セ ン テ ィ ブ 制 度

を 引 き 続 き 試 行 す る の で 、こ れ ま で 以 上 に 効 率 的 な 予 算 執 行 に 努 め ら

れ た い 。  

④ 「 予 算 の 使 い き り 」 の 発 想 を 改 め 、 す で に 目 的 を 達 成 し た 事 業 に 関 し

て は 廃 止 ・ 縮 小 と す る こ と 。  

 (５ ) 市 単 独 補 助 金 の 適 正 化  

① 補 助 金 等 調 書 に お け る 評 価 が 、 「 減 額 （ 縮 小 ） 」 等 と な っ た も の に つ

い て は 、既 に 見 直 し 計 画 が 提 出 さ れ て い る が 、そ の 実 現 に 最 大 限 努 め

る こ と 。  

② 外 部 評 価 の 結 果 を 踏 ま え 、そ れ ぞ れ の 補 助 金 等 に よ り 実 施 し た 事 業 の

実 績 や 成 果 を 十 分 検 証 す る こ と 。な お 、補 助 事 業 の 成 果 等 が 示 せ な い

も の や 今 後 改 善 が 見 込 め な い も の な ど に つ い て は 、厳 し く 調 整 に あ た

る も の と す る 。  

③ 市 単 独 補 助 金 の 見 直 し と し て 、運 営 費 補 助 金 は 、原 則 平 成 ２ ５ 年 度 末

を も っ て 廃 止 す る 。し た が っ て 、こ の 方 針 を 踏 ま え た 整 理 を 行 う な ど 、

遺 漏 の な い よ う 準 備 を 進 め ら れ た い 。  


